
（様式１）補助金等シート
（１）補助内容 Ｒ 7 年度予算用

2 3

4 5

6

（２）補助金等判断基準

11 12

（３）終期延長の理由（終期を延長した初年度のみ記入）

地域医療推進課-1

1
名 称

( 予 算 事 業 名 )

地域医療振興事業補助金

予算 事 業名 健康づくり地方推進費／健康づくり推進事業費

予算事業コード 00404

年度目 終 期 令和 8 年度

分 類 事業費補助 所 属 地域医療推進課

交 付 開 始 年 度 不明 － 年度 創 設 か ら －

根 拠 法 令 鈴鹿市補助金等交付規則、鈴鹿市補助金等交付要綱

7 事業の目的・概要 市民に対する啓発事業等を通じて、地域医療を円滑に推進するため。

8
補 助 対 象 者 鈴鹿市医師会

交 付 先 ( 補 助 対 象
者 と 異 な る 場 合 )

補助対象
事業費の
繰越額(C)

補助金に対
する繰越金

の割合
(C/B)

市 補 助 金 (B) 国 補 助 金 県 補 助 金 そ の 他

9

補

助

金

額

等

(単位:千円)
補助対象事業費

(A)

財 源 内 訳 補助率
(B/A)

R4年度
決算額

273 136 0 0 137 49.8% 0 0.0%

R5年度
決算額

204 101 0 0 103 49.5% 0 0.0%

R6年度
当初予算額

500 250 0 0 250 50.0%

R7年度予算
要求額

500 250 0 0 250 50.0%

13

補助金等の判断基準 評 価 点 評 価 の 理 由

必 要 性

5

10

補助対象事業費
の内訳

（具体的に記載）

地域医療を円滑に推進するため市民に対する啓発事業等に係る費用
【R5実績】救急・健康フェア　98千円、骨粗しょう症ネットワーク委員会　106千円

補助金等の算出根拠
（具体的に記載）

補助対象経費の1/2以内　（限度額250千円）
（救急医療連絡協議会三者合同研修会、救急週間に伴う各種事業の実施など）

増 減 理 由

地域医療を円滑に推進するために医療という専門分野に対する市民への貢献度は高い。(減点)

0

公 平 性 5
地域医療の推進を図るものであることから、幅広く市民一般にいきわたるものであって、特定の個人、
団体等に特権的な恩恵や利益を与えるものではない。

総 合 評 価 点 20 適 否 の 評 価 継続

透 明 性

5

事業計画書及び報告書により、事業計画に沿った事業を行っていることを確認している。(減点)

0

前回終期 令和 年度

効 果 性 5

【評価の理由】

市民のための健康維持に関する内容や救急医療体制についての啓発などを行っており、効果は大きい。

【補助金等の交付により得られる効果・実績・目的の達成状況（具体的に記載）】

医師会が開催する事業は、市民の関心が高く盛況となることから、今後も、このような機会における救
急医療体制等の啓発活動が必要である。



（様式１）補助金等シート
（１）補助内容 Ｒ 7 年度予算用

2 3

4 5

6

（２）補助金等判断基準

11 12

（３）終期延長の理由（終期を延長した初年度のみ記入） 6

地域医療推進課-2

1
名 称

( 予 算 事 業 名 )

一次救急医療体制運営事業補助金

予算 事 業名 地域医療振興費／一次救急医療体制運営事業費

予算事業コード 00406

年度目 終 期 令和 7 年度

分 類 事業費補助 所 属 地域医療推進課

交 付 開 始 年 度 平成 20 年度 創 設 か ら 18

根 拠 法 令 鈴鹿市補助金等交付規則、鈴鹿市補助金等交付要綱

7 事業の目的・概要 市内の一次救急病院が輪番体制を整備し、鈴鹿市応急診療所も合わせた本市の一次救急医療体制の維持を図る。

8
補 助 対 象 者 高木病院、塩川病院、村瀬病院

交 付 先 ( 補 助 対 象
者 と 異 な る 場 合 )

補助対象
事業費の
繰越額(C)

補助金に対
する繰越金

の割合
(C/B)

市 補 助 金 (B) 国 補 助 金 県 補 助 金 そ の 他

9

補

助

金

額

等

(単位:千円)
補助対象事業費

(A)

財 源 内 訳 補助率
(B/A)

R4年度
決算額

26,510 12,320 0 0 14,190 46.5% 0 0.0%

R5年度
決算額

26,697 13,090 0 0 13,607 49.0% 0 0.0%

R6年度
当初予算額

26,510 13,125 0 0 13,385 49.5%

R7年度予算
要求額

26,938 13,125 0 0 13,813 48.7%

13

補助金等の判断基準 評 価 点 評 価 の 理 由

必 要 性

5

10

補助対象事業費
の内訳

（具体的に記載）

令和7年度補助内訳
　塩川病院　@35,000×104日＝3,640,000
　高木病院　@35,000×157日＝5,495,000
　村瀬病院　@35,000×104日＝3,640,000
　連休（ＧＷ、年末年始）@35,000×10日＝350,000

補助金等の算出根拠
（具体的に記載）

当該補助事業に係る基準額は、鈴鹿市応急診療所の医師、看護師、医療事務員の報償費を基に、従前は1日あたり常勤体制
71,837円としていたが、平成30年度から体制整備と実績への補助に見直したため、基準額を従前の額の1/2である35,000円とし
た。なお、各医療機関への補助金は、この基準額に当番日数を乗じて得た金額としている。

増 減 理 由

本市の救急医療体制の維持につながる公益性が極めて高い事業であり、事業継続の必要性が高い。(減点)

0

公 平 性 5
救急医療等の医療提供体制の確保を図るものであることから、幅広く市民一般にいきわたるものであっ
て、特定の個人、団体等に特権的な恩恵や利益を与えるものではない。

総 合 評 価 点 20 適 否 の 評 価 継続

透 明 性

5

事業計画書及び報告書により、事業計画に沿った事業を行っていることを確認している。(減点)

0

前回終期 令和 年度

効 果 性 5

【評価の理由】

各病院が当番日に救急患者の受入れを行っている。

【補助金等の交付により得られる効果・実績・目的の達成状況（具体的に記載）】

令和5年度において、各病院で384人を受け入れており、一次救急病院の救急患者を受入れる体制整備に
対し補助を行うことにより、市民の安全かつ安心な生活の確保に繋がっている。

一次救急医療機関による救急患者の受入れが安定的に確保されることは、本市の救急医療体制の維持とともに、市民の安全で安心な生活を営むためには必
要不可欠であることから終期を延長するもの。



（様式１）補助金等シート
（１）補助内容 Ｒ 7 年度予算用

2 3

4 5

6

（２）補助金等判断基準

11 12

（３）終期延長の理由（終期を延長した初年度のみ記入） 6

地域医療推進課-3

1
名 称

( 予 算 事 業 名 )

一次救急医療体制確保事業補助金

予算 事 業名 地域医療振興費／一次救急医療体制運営事業費

予算事業コード 00406

年度目 終 期 令和 7 年度

分 類 事業費補助 所 属 地域医療推進課

交 付 開 始 年 度 平成 30 年度 創 設 か ら 8

根 拠 法 令 鈴鹿市補助金等交付規則、鈴鹿市補助金等交付要綱

7 事業の目的・概要
本市の救急医療体制について、一次救急病院において救急搬送患者を受け入れた件数に対し補助することにより、本
市の救急医療体制の維持を図る。

8
補 助 対 象 者 高木病院、塩川病院、村瀬病院

交 付 先 ( 補 助 対 象
者 と 異 な る 場 合 )

補助対象
事業費の
繰越額(C)

補助金に対
する繰越金

の割合
(C/B)

市 補 助 金 (B) 国 補 助 金 県 補 助 金 そ の 他

9

補

助

金

額

等

(単位:千円)
補助対象事業費

(A)

財 源 内 訳 補助率
(B/A)

R4年度
決算額

1,884 1,884 0 0 0 100.0% 0 0.0%

R5年度
決算額

2,151 2,151 0 0 0 100.0% 0 0.0%

R6年度
当初予算額

2,808 2,808 0 0 0 100.0%

R7年度予算
要求額

2,808 2,808 0 0 0 100.0%

13

補助金等の判断基準 評 価 点 評 価 の 理 由

必 要 性

5

10

補助対象事業費
の内訳

（具体的に記載）

令和7年度補助内訳
　塩川病院　@4,320×150件＝　648,000
　高木病院　@4,320×100件＝  432,000
　村瀬病院　@4,320×400件＝1,728,000

補助金等の算出根拠
（具体的に記載）

補助対象を、一次救急医療機関が鈴鹿市消防の救急搬送によって受け入れた患者数とし、その数に基準単価（4,320円）を乗じ
て得た金額を補助する。

増 減 理 由

本市の救急医療体制の維持につながる公益性が極めて高い事業であり、事業継続の必要性が高い。(減点)

0

公 平 性 5
救急医療等の医療提供体制の確保を図るものであることから、幅広く市民一般にいきわたるものであっ
て、特定の個人、団体等に特権的な恩恵や利益を与えるものではない。

総 合 評 価 点 20 適 否 の 評 価 継続

透 明 性

5

事業報告書により、適正に事業を実施していることを確認している。(減点)

0

前回終期 令和 年度

効 果 性 5

【評価の理由】

各病院が毎日、救急車による救急患者の受け入れを行っている。

【補助金等の交付により得られる効果・実績・目的の達成状況（具体的に記載）】

令和5年度において、各病院で498人を受け入れており、一次救急病院の救急患者を受入れる体制整備に
対し補助を行うことにより、市民の安全かつ安心な生活の確保に繋がっている。

一次救急医療機関による救急患者の受入れが安定的に確保されることは、本市の救急医療体制の維持とともに、市民の安全で安心な生活を営むためには必
要不可欠であることから終期を延長するもの。



（様式１）補助金等シート
（１）補助内容 Ｒ 7 年度予算用

2 3

4 5

6

（２）補助金等判断基準

11 12

（３）終期延長の理由（終期を延長した初年度のみ記入） 6

地域医療推進課-4

1
名 称

( 予 算 事 業 名 )

救急後方病床運営事業補助金

予算 事 業名 地域医療振興費／一次救急医療体制運営事業費

予算事業コード 00406

年度目 終 期 令和 7 年度

分 類 事業費補助 所 属 地域医療推進課

交 付 開 始 年 度 平成 30 年度 創 設 か ら 8

根 拠 法 令 鈴鹿市補助金等交付規則、鈴鹿市補助金等交付要綱

7 事業の目的・概要
本市の救急医療体制について、一次救急病院が二次救急病院からの急性期を脱した患者を受け入れる「後方病床」を
整備することにより、本市の救急医療体制の維持を図る。

8
補 助 対 象 者 高木病院、塩川病院、村瀬病院

交 付 先 ( 補 助 対 象
者 と 異 な る 場 合 )

補助対象
事業費の
繰越額(C)

補助金に対
する繰越金

の割合
(C/B)

市 補 助 金 (B) 国 補 助 金 県 補 助 金 そ の 他

9

補

助

金

額

等

(単位:千円)
補助対象事業費

(A)

財 源 内 訳 補助率
(B/A)

R4年度
決算額

3,285 3,285 0 0 0 100.0% 0 0.0%

R5年度
決算額

3,294 3,294 0 0 0 100.0% 0 0.0%

R6年度
当初予算額

3,285 3,285 0 0 0 100.0%

R7年度予算
要求額

3,285 3,285 0 0 0 100.0%

13

補助金等の判断基準 評 価 点 評 価 の 理 由

必 要 性

5

10

補助対象事業費
の内訳

（具体的に記載）

令和7年度補助内訳
　塩川病院　@3,000×365日＝1,095,000
　高木病院　@3,000×365日＝1,095,000
　村瀬病院　@3,000×365日＝1,095,000

補助金等の算出根拠
（具体的に記載）

二次救急病院からの患者受入のため、一次救急病院が年間を通じて毎日1床以上確保する体制整備を行うこと対し、基準単価
（3,000円）に年間の日数を乗じて得た金額を補助する。

増 減 理 由

本市の救急医療体制の維持につながる公益性が極めて高い事業であり、事業継続の必要性が高い。(減点)

0

公 平 性 5
救急医療等の医療提供体制の確保を図るものであることから、幅広く市民一般にいきわたるものであっ
て、特定の個人、団体等に特権的な恩恵や利益を与えるものではない。

総 合 評 価 点 20 適 否 の 評 価 継続

透 明 性

5

事業計画書及び報告書により、事業計画に沿った事業を行っていることを確認している。(減点)

0

前回終期 令和 年度

効 果 性 5

【評価の理由】

二次救急病院からの転送患者を受け入れることにより、本市の救急医療体制の安定的な維持が図られ
る。

【補助金等の交付により得られる効果・実績・目的の達成状況（具体的に記載）】

令和5年度において、各病院が二次救急病院等から受け入れた患者数は584件となっており、後方病床の
運営に対し補助することにより、本市の救急医療体制の維持とともに、市民の安全かつ安心な生活の確
保にも繋がっている。

一次救急医療機関において二次救急医療機関からの転院患者の受入れが安定的に確保されることは、本市の救急医療体制の維持とともに、市民の安全で安
心な生活を営むためには必要不可欠であることから終期を延長するもの。



（様式１）補助金等シート
（１）補助内容 Ｒ 7 年度予算用

2 3

4 5

6

（２）補助金等判断基準

11 12

（３）終期延長の理由（終期を延長した初年度のみ記入） 6

地域医療推進課-5

1
名 称

( 予 算 事 業 名 )

救急後方病床確保事業補助金

予算 事 業名 地域医療振興費／一次救急医療体制運営事業費

予算事業コード 00406

年度目 終 期 令和 7 年度

分 類 事業費補助 所 属 地域医療推進課

交 付 開 始 年 度 平成 30 年度 創 設 か ら 8

根 拠 法 令 鈴鹿市補助金等交付規則、鈴鹿市補助金等交付要綱

7 事業の目的・概要
本市の救急医療体制について、一次救急病院において二次救急病院からの急性期を脱した患者を受け入れる「後方病
床」を整備し、かつ当該病床の受入患者数に応じた補助金を交付することにより、本市の救急医療体制の維持を図
る。

8
補 助 対 象 者 高木病院、塩川病院、村瀬病院

交 付 先 ( 補 助 対 象
者 と 異 な る 場 合 )

補助対象
事業費の
繰越額(C)

補助金に対
する繰越金

の割合
(C/B)

市 補 助 金 (B) 国 補 助 金 県 補 助 金 そ の 他

9

補

助

金

額

等

(単位:千円)
補助対象事業費

(A)

財 源 内 訳 補助率
(B/A)

R4年度
決算額

2,790 2,790 0 0 0 100.0% 0 0.0%

R5年度
決算額

2,920 2,920 0 0 0 100.0% 0 0.0%

R6年度
当初予算額

3,200 3,200 0 0 0 100.0%

R7年度予算
要求額

3,200 3,200 0 0 0 100.0%

13

補助金等の判断基準 評 価 点 評 価 の 理 由

必 要 性

5

10

補助対象事業費
の内訳

（具体的に記載）

令和7年度補助内訳
　塩川病院　@5,000×200件＝1,000,000
　高木病院　@5,000× 40件＝　200,000
　村瀬病院　@5,000×400件＝2,000,000

補助金等の算出根拠
（具体的に記載）

二次救急病院から一次救急病院への転院患者の受入について、基準単価（5,000円）に受入患者数を乗じて得た金額を補助す
る。

増 減 理 由

本市の救急医療体制の維持につながる公益性が極めて高い事業であり、事業継続の必要性が高い。(減点)

0

公 平 性 5
救急医療等の医療提供体制の確保を図るものであることから、幅広く市民一般にいきわたるものであっ
て、特定の個人、団体等に特権的な恩恵や利益を与えるものではない。

総 合 評 価 点 20 適 否 の 評 価 継続

透 明 性

5

事業報告書により、適正に事業を実施していることを確認している。(減点)

0

前回終期 令和 年度

効 果 性 5

【評価の理由】

二次救急病院からの転送患者を受け入れることにより、救急医療体制の整備が図られる。

【補助金等の交付により得られる効果・実績・目的の達成状況（具体的に記載）】

令和5年度において、各病院が二次救急病院等から受け入れた患者数は584件となっており、後方病床の
運営に対し補助することにより、本市の救急医療体制の維持と共に、市民の安全かつ安心な生活の確保
にも繋がっている。

一次救急医療機関において二次救急医療機関からの転院患者の受入れが安定的に確保されることは、本市の救急医療体制の維持とともに、市民の安全で安
心な生活を営むためには必要不可欠であることから終期を延長するもの。



（様式１）補助金等シート
（１）補助内容 Ｒ 7 年度予算用

2 3

4 5

6

（２）補助金等判断基準

11 12

（３）終期延長の理由（終期を延長した初年度のみ記入） 6

地域医療推進課-6

1
名 称

( 予 算 事 業 名 )

病院群輪番制病院運営補助金

予算 事 業名 地域医療振興費／病院群輪番制病院（二次救急医療）運営補助

予算事業コード 00407

年度目 終 期 令和 7 年度

分 類 事業費補助 所 属 地域医療推進課

交 付 開 始 年 度 平成 17 年度 創 設 か ら 21

根 拠 法 令 鈴鹿市補助金等交付規則、鈴鹿市補助金等交付要綱

7 事業の目的・概要
鈴鹿中央総合病院及び鈴鹿回生病院が輪番制方式で実施する休日と夜間の二次診療及び救急搬送患者の受入と応急診
療所の後方支援等について、体制整備のための医師等の人件費等の一部を補助し、本市の救急医療体制の維持を図
る。

8
補 助 対 象 者 鈴鹿中央総合病院、鈴鹿回生病院

交 付 先 ( 補 助 対 象
者 と 異 な る 場 合 )

補助対象
事業費の
繰越額(C)

補助金に対
する繰越金

の割合
(C/B)

市 補 助 金 (B) 国 補 助 金 県 補 助 金 そ の 他

9

補

助

金

額

等

(単位:千円)
補助対象事業費

(A)

財 源 内 訳 補助率
(B/A)

R4年度
決算額

254,975 69,192 0 0 185,783 27.1% 0 0.0%

R5年度
決算額

250,493 69,477 0 0 181,016 27.7% 0 0.0%

R6年度
当初予算額

255,000 69,192 0 0 185,808 27.1%

R7年度予算
要求額

250,493 69,334 0 0 181,159 27.7%

13

補助金等の判断基準 評 価 点 評 価 の 理 由

必 要 性

5

10

補助対象事業費
の内訳

（具体的に記載）

令和7年度補助内訳
　鈴鹿中央総合病院　@142,080×299日（夜間222日+休日77日：千円未満切捨） ＝42,481,000
　鈴鹿回生病院　　　@142,080×189日（夜間143日+休日46日：千円未満切捨） ＝26,853,000

補助金等の算出根拠
（具体的に記載）

平成１６年度、医療政策室関係（救急医療関係）補助基準による国の補助制度が終了したため、平成１７年度からは市単独で
補助を継続。平成２０年度からは、救急医療部門の支援と病院経営の安定化を図るため、補助金の基準額を142,080円に倍増
している。両院に対しては、基準額に夜間及び休日の輪番日数を乗じて得た金額を補助する。

増 減 理 由 開設予定日数による増減

本市の救急医療体制の維持につながる公益性が極めて高い事業であり、事業継続の必要性が高い。(減点)

0

公 平 性 5
救急医療等の医療提供体制の確保を図るものであることから、幅広く市民一般にいきわたるものであっ
て、特定の個人、団体等に特権的な恩恵や利益を与えるものではない。

総 合 評 価 点 20 適 否 の 評 価 継続

透 明 性

5

事業計画書及び報告書により、事業計画に沿った事業を行っていることを確認している。(減点)

0

前回終期 令和 年度

効 果 性 5

【評価の理由】

両病院が当番日に救急患者の受入れを行っている。

【補助金等の交付により得られる効果・実績・目的の達成状況（具体的に記載）】

令和5年度において各病院で11,801人を受け入れており、救急患者を受入れる体制整備に対し補助する
ことにより、市民の安全と安心の確保に繋がっている。

二次救急医療機関は、休日及び夜間における救急搬送患者の受入れや、かかりつけ医等の医療機関から転送される重症救急患者への対応を輪番制方式で
対応しており、その安定的な体制の確保は、本市の救急医療体制の維持とともに、市民が安心して生活を営む上では必要不可欠であるため終期を延長するも
の。



（様式１）補助金等シート
（１）補助内容 Ｒ 7 年度予算用

2 3

4 5

6

（２）補助金等判断基準

11 12

（３）終期延長の理由（終期を延長した初年度のみ記入） 6

地域医療推進課-7

1
名 称

( 予 算 事 業 名 )

病院群輪番制病院施設整備補助金

予算 事 業名 地域医療振興費／病院群輪番制病院（二次救急医療）施設整備費補助

予算事業コード 02440

年度目 終 期 令和 7 年度

分 類 建設的事業費補助 所 属 地域医療推進課

交 付 開 始 年 度 令和 6 年度 創 設 か ら 2

根 拠 法 令 鈴鹿市補助金等交付規則、鈴鹿市補助金等交付要綱

7 事業の目的・概要
二次救急医療体制の整備のため、二次救急医療機関における救急医療施設の整備を支援し、救急患者受入体制の確保
を図る。

8
補 助 対 象 者 二次救急医療機関

交 付 先 ( 補 助 対 象
者 と 異 な る 場 合 )

補助対象
事業費の
繰越額(C)

補助金に対
する繰越金

の割合
(C/B)

市 補 助 金 (B) 国 補 助 金 県 補 助 金 そ の 他

9

補

助

金

額

等

(単位:千円)
補助対象事業費

(A)

財 源 内 訳 補助率
(B/A)

R4年度
決算額

0 0 0 0 0 － 0 －

R5年度
決算額

0 0 0 0 0 － 0 －

R6年度
当初予算額

207,133 13,513 13,513 0 180,107 6.5%

R7年度予算
要求額

0 0 0 0 0 －

13

補助金等の判断基準 評 価 点 評 価 の 理 由

必 要 性

5

10

補助対象事業費
の内訳

（具体的に記載）
二次救急医療機関における救急医療施設の整備

補助金等の算出根拠
（具体的に記載）

補助基準額：基準面積150㎡×単価273,000円
補助基準額40,950千円×補助率0.33＝13,513千円

増 減 理 由 対象施設がないため

本市の救急医療体制の維持につながる公益性が極めて高い事業であり、事業継続の必要性が高い。(減点)

0

公 平 性 5
救急医療等の医療提供体制の確保を図るものであることから、幅広く市民一般にいきわたるものであっ
て、特定の個人、団体等に特権的な恩恵や利益を与えるものではない。

総 合 評 価 点 20 適 否 の 評 価 継続

透 明 性

5

事業計画書及び報告書により、事業計画に沿った事業を行うことを確認する。(減点)

0

前回終期 令和 年度

効 果 性 5

【評価の理由】

二次救急医療機関における救急患者受入体制の確保や充実につながる。

【補助金等の交付により得られる効果・実績・目的の達成状況（具体的に記載）】

二次救急医療機関としての役割を果たすため、今後増加が見込まれる救急患者に対する受入体制を確保
するとともに、新興感染症への対応もふまえた救急医療施設に係る整備の支援が必要となる。

令和6年度実施の施設整備の完成が令和7年5月末となることから終期を延長する。



（様式１）補助金等シート
（１）補助内容 Ｒ 7 年度予算用

2 3

4 5

6

（２）補助金等判断基準

11 12

（３）終期延長の理由（終期を延長した初年度のみ記入） 6

地域医療推進課-8

1
名 称

( 予 算 事 業 名 )

小児救急医療支援事業補助金

予算 事 業名 地域医療振興費／小児救急医療支援事業補助

予算事業コード 00408

年度目 終 期 令和 7 年度

分 類 事業費補助 所 属 地域医療推進課

交 付 開 始 年 度 平成 17 年度 創 設 か ら 21

根 拠 法 令 鈴鹿市補助金等交付規則、鈴鹿市補助金等交付要綱

7 事業の目的・概要
小児救急医療の提供のため、休日及び夜間の診療体制を整備し円滑な救急医療体制の維持に努めることにより、市民
の安心、安全な生活の確保を図る。

8
補 助 対 象 者 鈴鹿中央総合病院

交 付 先 ( 補 助 対 象
者 と 異 な る 場 合 )

補助対象
事業費の
繰越額(C)

補助金に対
する繰越金

の割合
(C/B)

市 補 助 金 (B) 国 補 助 金 県 補 助 金 そ の 他

9

補

助

金

額

等

(単位:千円)
補助対象事業費

(A)

財 源 内 訳 補助率
(B/A)

R4年度
決算額

11,739 430 0 859 10,450 3.7% 0 0.0%

R5年度
決算額

12,029 439 0 877 10,713 3.6% 0 0.0%

R6年度
当初予算額

12,000 435 0 868 10,697 3.6%

R7年度予算
要求額

12,029 431 0 859 10,739 3.6%

13

補助金等の判断基準 評 価 点 評 価 の 理 由

必 要 性

5

10

補助対象事業費
の内訳

（具体的に記載）

令和7年度補助内訳
　@13,570×95日＝1,289,150円

補助金等の算出根拠
（具体的に記載）

小児救急医療支援病院に必要な人件費を補助対象とし、補助金基準額13,570円に当番日数を乗じて得た額を補助する。

増 減 理 由 当番予定日数の試算による減

本市の救急医療体制の維持につながる公益性が極めて高い事業であり、事業継続の必要性が高い。(減点)

0

公 平 性 5
幅広く市民一般にいきわたるものであって、特定の個人、団体等に特権的な恩恵や利益を与えるもので
はない。

総 合 評 価 点 20 適 否 の 評 価 継続

透 明 性

5

事業計画書及び報告書により、事業計画に沿った事業を行っていることを確認している。(減点)

0

前回終期 令和 年度

効 果 性 5

【評価の理由】

鈴鹿市では唯一鈴鹿中央総合病院が、小児救急患者の受け入れを行っている。

【補助金等の交付により得られる効果・実績・目的の達成状況（具体的に記載）】

令和5年度、鈴鹿中央総合病院においては175人を受け入れており、小児救急を担う医療機関の体制整備
を補助することにより、市民の安全と安心な生活の確保に繋がっている。

小児救急患者の受入れは鈴鹿中央総合病院のみであり、本市の救急医療体制の維持を図る上で、当院による受入体制構築への支援は、市民の安全と安心
に繋がることから終期を延長するもの。



（様式１）補助金等シート
（１）補助内容 Ｒ 7 年度予算用

2 3

4 5

6

（２）補助金等判断基準

11 12

（３）終期延長の理由（終期を延長した初年度のみ記入） 6

地域医療推進課-9

1
名 称

( 予 算 事 業 名 )

看護師育成奨学金

予算 事 業名 看護師育成奨学金貸与事業費

予算事業コード 02180

年度目 終 期 令和 9 年度

分 類 事業費補助 所 属 地域医療推進課

交 付 開 始 年 度 令和 4 年度 創 設 か ら 4

根 拠 法 令 鈴鹿市看護師等育成奨学金貸与要領

7 事業の目的・概要
市内の高等教育機関及び医療機関と連携し、看護師等となることを目指す学生に「奨学金」を貸与し、将来の地域医
療を支える人材の育成とともに、市内医療機関で看護師等として確保及び定着につなげ、本市における安定的な医療
提供体制の確立を図る。

8
補 助 対 象 者 市内高等教育機関に在籍し将来看護師等となることを目指す学生

交 付 先 ( 補 助 対 象
者 と 異 な る 場 合 )

補助対象
事業費の
繰越額(C)

補助金に対
する繰越金

の割合
(C/B)

市 補 助 金 (B) 国 補 助 金 県 補 助 金 そ の 他

9

補

助

金

額

等

(単位:千円)
補助対象事業費

(A)

財 源 内 訳 補助率
(B/A)

R4年度
決算額

12,000 5,760 0 0 6,240 48.0% 0 0.0%

R5年度
決算額

15,000 7,200 0 0 7,800 48.0% 0 0.0%

R6年度
当初予算額

18,000 8,640 0 0 9,360 48.0%

R7年度予算
要求額

22,500 10,800 0 0 11,700 48.0%

13

補助金等の判断基準 評 価 点 評 価 の 理 由

必 要 性

5

10

補助対象事業費
の内訳

（具体的に記載）

・市内高等教育機関の学費　1,500,000円／年
・３年生（継続貸与者分）　　　　1,500,000円／年×3人           　 4,500,000円
・４年生（継続貸与者分）　　　　1,500,000円／年×2人×（2年分）　 6,000,000円
・２年生又は３年生（新規貸与者）1,500,000円／年×4人×（2年分）　12,000,000円

補助金等の算出根拠
（具体的に記載）

市内高等教育機関の１年次の学費をベースとし成績優秀者は50％免除されるため、奨学金の年額は学費の50％を上限とし
た。奨学金は、1年次学費1,500,000円×0.5×1/12≒60,000円／月×12か月で、1人あたり年額720,000円。２年生以降の２年間
または３年間において４年分を貸与する。
・３年生（継続貸与者分）  　720,000円／年×3人　2,160,000円
・４年生（継続貸与者分）　1,440,000円／年×2人　2,880,000円
・２年生又は３年生（新規貸与者）　　  1,440,000円／年×4人　5,760,000円

増 減 理 由 新規貸与者を４名見込んでいるため。

市内医療機関において看護師等の医療人材の安定的な確保は喫緊の課題となっており、看護師の定着を
図る上で必要性の高い施策である。

(減点)

0

公 平 性 5 奨学金制度は、在学するすべての学生に周知するため公平性は確保される。

総 合 評 価 点 20 適 否 の 評 価 継続

透 明 性

5
奨学金制度の運用に当たっては、市内高等教育機関及び市内医療機関との緊密な情報共有を基本とする
ことから、貸与対象学生の選別、学業成績、勤務状況の把握など事業としての透明性は確保される。

(減点)

0

前回終期 令和 年度

効 果 性 5

【評価の理由】

奨学金の貸与を受けた学生は、卒業後４年間は市内医療機関で勤務することを条件としており、一定の
期間及び規模の看護師の確保・定着が図られる。

【補助金等の交付により得られる効果・実績・目的の達成状況（具体的に記載）】

市内医療機関における看護師の安定的な確保に繋がる。

市内医療機関において看護師等の医療人材の確保は、市の医療体制の安定的な運営に繋がるものであり、継続的に実施することが必要である。



（様式１）補助金等シート
（１）補助内容 Ｒ 7 年度予算用

2 3

4 5

6

（２）補助金等判断基準

11 12

（３）終期延長の理由（終期を延長した初年度のみ記入）

地域医療推進課-10

1
名 称

( 予 算 事 業 名 )

地域医療振興事業補助金

予算 事 業名 健康づくり地方推進費／健康づくり推進事業費

予算事業コード 00404

年度目 終 期 令和 8 年度

分 類 事業費補助 所 属 地域医療推進課

交 付 開 始 年 度 不明 － 年度 創 設 か ら －

根 拠 法 令 鈴鹿市補助金等交付規則、鈴鹿市補助金等交付要綱

7 事業の目的・概要 市民に対する啓発事業等を通じて、地域医療（歯科）を円滑に推進するため。

8
補 助 対 象 者 鈴鹿歯科医師会

交 付 先 ( 補 助 対 象
者 と 異 な る 場 合 )

補助対象
事業費の
繰越額(C)

補助金に対
する繰越金

の割合
(C/B)

市 補 助 金 (B) 国 補 助 金 県 補 助 金 そ の 他

9

補

助

金

額

等

(単位:千円)
補助対象事業費

(A)

財 源 内 訳 補助率
(B/A)

R4年度
決算額

477 238 0 0 239 49.9% 0 0.0%

R5年度
決算額

800 400 0 0 400 50.0% 0 0.0%

R6年度
当初予算額

800 400 0 0 400 50.0%

R7年度予算
要求額

800 400 0 0 400 50.0%

13

補助金等の判断基準 評 価 点 評 価 の 理 由

必 要 性

5

10

補助対象事業費
の内訳

（具体的に記載）

地域医療を円滑に推進するため市民に対する啓発事業に係る費用
【R5実績】歯と口の健康週間事業　815千円、救急・健康フェア　1千円

補助金等の算出根拠
（具体的に記載）

補助対象経費の1/2以内　（限度額400千円）
（歯と口の健康週間、歯科保健教室の実施　等）

増 減 理 由

地域医療を円滑に推進するための歯科口腔医療という専門分野に対する市民への貢献度は高い。(減点)

0

公 平 性 5
地域医療の推進を図るものであることから、幅広く市民一般にいきわたるものであって、特定の個人、
団体等に特権的な恩恵や利益を与えるものではない。

総 合 評 価 点 20 適 否 の 評 価 継続

透 明 性

5

事業計画書及び報告書により、事業計画に沿った事業を行っていることを確認している。(減点)

0

前回終期 令和 年度

効 果 性 5

【評価の理由】

広く歯科に対する予防等の啓発を行うことは、市民に対する地域医療の推進への効果が高い。

【補助金等の交付により得られる効果・実績・目的の達成状況（具体的に記載）】

歯と口の健康週間事業などにおいて行っている歯科検診や相談等は、広く市民を対象に行っていること
から、今後も地域医療を円滑に推進するためにはこのような啓発活動が必要である。



（様式１）補助金等シート
（１）補助内容 Ｒ 7 年度予算用

2 3

4 5

6

（２）補助金等判断基準

11 12

（３）終期延長の理由（終期を延長した初年度のみ記入）

地域医療推進課-11

1
名 称

( 予 算 事 業 名 )

骨髄移植ドナー支援事業助成金

予算 事 業名 骨髄移植ドナー支援事業費

予算事業コード 01873

年度目 終 期 令和 7 年度

分 類 事業費補助 所 属 地域医療推進課

交 付 開 始 年 度 令和 2 年度 創 設 か ら 6

根 拠 法 令 鈴鹿市補助金等交付規則、鈴鹿市補助金等交付要綱

7 事業の目的・概要
骨髄または末梢血管細胞を提供した者に対し、助成金を交付することにより、骨髄等の移植の推進及びドナー登録の
推進に寄与することを目的に実施。

8
補 助 対 象 者

公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄等の提供を完了した者で市内に住所を有する
もの。

交 付 先 ( 補 助 対 象
者 と 異 な る 場 合 )

補助対象
事業費の
繰越額(C)

補助金に対
する繰越金

の割合
(C/B)

市 補 助 金 (B) 国 補 助 金 県 補 助 金 そ の 他

9

補

助

金

額

等

(単位:千円)
補助対象事業費

(A)

財 源 内 訳 補助率
(B/A)

R4年度
決算額

0 0 0 0 0 － 0 －

R5年度
決算額

150 100 0 50 0 66.7% 0 0.0%

R6年度
当初予算額

350 200 0 150 0 57.1%

R7年度予算
要求額

300 150 0 150 0 50.0%

13

補助金等の判断基準 評 価 点 評 価 の 理 由

必 要 性

5

10

補助対象事業費
の内訳

（具体的に記載）

骨髄移植ドナー支援に要する費用

【R4実績】骨髄等提供者　0名、雇用事業者　0社
【R5実績】骨髄等提供者　1名、雇用事業者　0社

補助金等の算出根拠
（具体的に記載）

骨髄等提供者　通院、入院日数×2万円（1回の提供で10万円を限度）×3名
※雇用事業者　通院、入院日数×1万円（1回の提供で5万円を限度）（予算の範囲内で対応）

増 減 理 由 対象見込み数の減

骨髄バンクドナー登録数は国、県と同様に本市においても年々増加しているが、骨髄提供時の検査入院
などドナー登録側の都合により、骨髄移植が実際に行われるのは移植希望者の６割にとどまっている状
況である。骨髄移植を必要とする市民に対し、一人でも多くの骨髄が提供されるには、骨髄提供をしや
すい環境整備（骨髄移植ドナー支援制度）が必要である。

(減点)

0

公 平 性 5

「移植に用いる造血管細胞の適切な提供の推進に関する法律」に基づき、公益財団法人日本骨髄バンク
が主体となり、日本赤十字社及び国、県、市の協力において行われている公的事業である骨髄バンク事
業において、市民がドナーとなり骨髄提供のため通院入院した場合に、骨髄等の提供を完了した者で市
内に住所を有するものに対して助成。

総 合 評 価 点 20 適 否 の 評 価 継続

透 明 性

5
「移植に用いる造血管細胞の適切な提供の推進に関する法律」に基づき、公益財団法人日本骨髄バンク
が主体となり、日本赤十字社及び国、県、市の協力において行われている骨髄バンク事業を支援する事
業である。

(減点)

0

前回終期 令和 年度

効 果 性 5

【評価の理由】

骨髄移植ドナー支援事業を実施することによって骨髄移植実施数の増加を望むことができ、市民の健康
な生活につながるため。

【補助金等の交付により得られる効果・実績・目的の達成状況（具体的に記載）】

骨髄等の提供者の経済的負担を軽減することにより、骨髄移植実施数の増加が見込まれる。



（様式１）補助金等シート
（１）補助内容 Ｒ 7 年度予算用

2 3

4 5

6

（２）補助金等判断基準

11 12

（３）終期延長の理由（終期を延長した初年度のみ記入） 6

地域医療推進課-12

1
名 称

( 予 算 事 業 名 )

医療機器整備事業補助金

予算 事 業名 公的病院施設設備整備費補助

予算事業コード 01231

年度目 終 期 令和 7 年度

分 類 事業費補助 所 属 地域医療推進課

交 付 開 始 年 度 平成 25 年度 創 設 か ら 13

根 拠 法 令 鈴鹿市補助金等交付規則、鈴鹿市補助金等交付要綱

7 事業の目的・概要
市内の地域医療支援病院において救急医療等の医療提供体制を整備するため、必要な医療機器の設備整備に対する支
援を行う。

8
補 助 対 象 者 市内地域医療支援病院

交 付 先 ( 補 助 対 象
者 と 異 な る 場 合 )

補助対象
事業費の
繰越額(C)

補助金に対
する繰越金

の割合
(C/B)

市 補 助 金 (B) 国 補 助 金 県 補 助 金 そ の 他

9

補

助

金

額

等

(単位:千円)
補助対象事業費

(A)

財 源 内 訳 補助率
(B/A)

R4年度
決算額

426,410 141,000 0 0 285,410 33.1% 0 0.0%

R5年度
決算額

414,390 127,000 0 0 287,390 30.6% 0 0.0%

R6年度
当初予算額

1,281,000 150,000 0 0 1,131,000 11.7%

R7年度予算
要求額

218,460 50,000 0 0 168,460 22.9%

13

補助金等の判断基準 評 価 点 評 価 の 理 由

必 要 性

5

10

補助対象事業費
の内訳

（具体的に記載）

・鈴鹿回生病院　　　内視鏡手術支援ロボット
　補助対象額218,460千円×補助率1/3＝50,000千円（上限額）

補助金等の算出根拠
（具体的に記載）

補助対象事業費の１／３を補助する。

増 減 理 由 補助見込み数の減

本市における救急医療等の医療提供体制の維持につながる公益性が極めて高い事業であり、事業継続の
必要性が高い。

(減点)

0

公 平 性 5
救急医療等の医療提供体制の確保を図るものであることから、幅広く市民一般にいきわたるものであっ
て、特定の個人、団体等に特権的な恩恵や利益を与えるものではない。

総 合 評 価 点 20 適 否 の 評 価 継続

透 明 性

5

事業計画書及び報告書により、事業計画に沿った事業を行っていることを確認している。(減点)

0

前回終期 令和 年度

効 果 性 5

【評価の理由】

救急医療等の地域医療の中核を担う地域医療支援病院における高度医療の提供の確保や充実につなが
る。

【補助金等の交付により得られる効果・実績・目的の達成状況（具体的に記載）】

地域医療支援病院としての役割を果たすため、鈴鹿中央総合病院及び鈴鹿回生病院において医療の提供
の確保や充実に必要となる医療機器を整備した。今後も、地域医療の確保を図るため、引き続き、地域
医療支援病院の医療機器の整備への支援が必要となる。

地域医療支援病院における救急医療等の医療提供体制を確保するため、新規設置又は更新が必要な医療機器の設備整備が必要になることから終期を延長
する。



（様式１）補助金等シート
（１）補助内容 Ｒ 7 年度予算用

2 3

4 5

6

（２）補助金等判断基準

11 12

（３）終期延長の理由（終期を延長した初年度のみ記入） 6

地域医療推進課-13

1
名 称

( 予 算 事 業 名 )

定期予防接種県外接種助成金

予算 事 業名 定期予防接種費

予算事業コード 02554

年度目 終 期 令和 7 年度

分 類 事業費補助 所 属 地域医療推進課

交 付 開 始 年 度 令和 1 年度 創 設 か ら 7

根 拠 法 令 鈴鹿市補助金等交付規則、鈴鹿市補助金等交付要綱、予防接種法

7 事業の目的・概要
三重県外の医療機関で定期接種（A類疾病に限る）を受けた市民に対し、その接種費用を助成することで、適正な月
年齢での接種を促し、疾病の発生及びまん延の防止を図る。

8
補 助 対 象 者 接種日に鈴鹿市に住所を有し、申出をして県外医療機関で定期接種を受けたもの。

交 付 先 ( 補 助 対 象
者 と 異 な る 場 合 )

補助対象
事業費の
繰越額(C)

補助金に対
する繰越金

の割合
(C/B)

市 補 助 金 (B) 国 補 助 金 県 補 助 金 そ の 他

9

補

助

金

額

等

(単位:千円)
補助対象事業費

(A)

財 源 内 訳 補助率
(B/A)

R4年度
決算額

949 949 0 0 0 100.0% 0 0.0%

R5年度
決算額

1,490 1,490 0 0 0 100.0% 0 0.0%

R6年度
当初予算額

1,400 1,400 0 0 0 100.0%

R7年度予算
要求額

1,745 1,745 0 0 0 100.0%

13

補助金等の判断基準 評 価 点 評 価 の 理 由

必 要 性

5

10

補助対象事業費
の内訳

（具体的に記載）
県外医療機関で受けた定期接種に要した費用

補助金等の算出根拠
（具体的に記載）

予防接種委託契約金額に予想される県外での件数分を計上したもの。令和元年度から実施している。

増 減 理 由 実績に基づく試算による増

県外での里帰り出産、長期入院、ＤＶ等により県外に長期滞在するものが、適正な時期に予防接種を受
け、疾病の発生及びまん延の防止を図るために必要である。

(減点)

0

公 平 性 5
予防接種を受けた年度において本市が県内医療機関等に委託する予防接種にかかる契約単価を上限とす
るため、公平性が確保される。

総 合 評 価 点 20 適 否 の 評 価 継続

透 明 性

5
鈴鹿市定期予防接種県外接種助成金交付要領に基づき、申請時に予防接種予診票や領収書等を添付する
ことで、申請内容の確認・審査ができる。

(減点)

0

前回終期 令和 年度

効 果 性 5

【評価の理由】

県外接種費用の交付負担を受けられることで、接種率の向上、疾病の発生予防につながる。

【補助金等の交付により得られる効果・実績・目的の達成状況（具体的に記載）】

本市が三重県区域内の医療機関に委託する予防接種の内容と同等であることから、適正な時期に予防接
種を受ける機会が広がり効果性は高い。

様々な事情により、市民が県内医療機関において定期接種を受けることができない場合がある。予防接種法等の関連法令の趣旨に基づき、定期接種対象者
が適正な時期において接種を受けることができるよう、今後も継続的な環境づくりが求められることから、当該助成事業の終期を延長する。



（様式１）補助金等シート
（１）補助内容 Ｒ 7 年度予算用

2 3

4 5

6

（２）補助金等判断基準

11 12

（３）終期延長の理由（終期を延長した初年度のみ記入） 6

地域医療推進課-14

1
名 称

( 予 算 事 業 名 )

おたふくかぜワクチン接種費助成金

予算 事 業名 任意予防接種費／ムンプスワクチン接種費

予算事業コード 02555

年度目 終 期 令和 9 年度

分 類 事業費補助 所 属 地域医療推進課

交 付 開 始 年 度 平成 25 年度 創 設 か ら 13

根 拠 法 令 鈴鹿市補助金等交付規則、鈴鹿市補助金等交付要綱

7 事業の目的・概要
ワクチンの接種費用の助成を行うことにより、個人の発病や合併症による重症化を防ぎ、また疾病の流行防止を図る
ことで市民の健康保持と医療費削減を目的とする。

8
補 助 対 象 者 接種日に鈴鹿市に住所を有する１歳以上小学校就学前までの者で、過去に対象予防接種を２回接種していない者。

交 付 先 ( 補 助 対 象
者 と 異 な る 場 合 )

補助対象
事業費の
繰越額(C)

補助金に対
する繰越金

の割合
(C/B)

市 補 助 金 (B) 国 補 助 金 県 補 助 金 そ の 他

9

補

助

金

額

等

(単位:千円)
補助対象事業費

(A)

財 源 内 訳 補助率
(B/A)

R4年度
決算額

17,276 6,170 0 0 11,106 35.7% 0 0.0%

R5年度
決算額

22,400 8,000 0 0 14,400 35.7% 0 0.0%

R6年度
当初予算額

14,000 5,000 0 0 9,000 35.7%

R7年度予算
要求額

14,000 5,000 0 0 9,000 35.7%

13

補助金等の判断基準 評 価 点 評 価 の 理 由

必 要 性

5

10

補助対象事業費
の内訳

（具体的に記載）
ワクチンの任意接種費用約 7,000円/回×1,000人×2回＝14,000,000円

補助金等の算出根拠
（具体的に記載）

ムンプス（おたふくかぜ）ワクチンの接種費用の一部助成をする。
・対象人数　1,000人
・補助金額　2,500円／回
・補助回数　2回　        ＠2,500円×1,000人×2回＝5,000,000円

増 減 理 由

令和５年度実績は2,320件。今後も市民の健康増進と将来的な医療医削減のため必要である。(減点)

0

公 平 性 5 対象者であれば、誰でも補助を受けることができる。

総 合 評 価 点 20 適 否 の 評 価 継続

透 明 性

5
実施にあたっては、広報やＨＰにおいて周知を行っている。接種後は、実施医療機関から予診票の提出
を受け、接種者の把握を行っている。

(減点)

0

前回終期 令和 年度

効 果 性 5

【評価の理由】

疾病予防及び合併症による重症化を防ぎ、医療費の削減を図る。

【補助金等の交付により得られる効果・実績・目的の達成状況（具体的に記載）】

接種費用の一部を助成し、ワクチンの接種率を向上させることにより、疾病予防による市民の健康保持
と流行の防止と将来の医療費削減に繋がる。

任意接種費用に対して助成を実施することにより、市民の疾病予防及び合併症による重症化を防ぎ、将来的な医療費の削減への効果も期待できることから、
当該助成事業の終期を延長するもの。



（様式１）補助金等シート
（１）補助内容 Ｒ 7 年度予算用

2 3

4 5

6

（２）補助金等判断基準

11 12

（３）終期延長の理由（終期を延長した初年度のみ記入） 6

地域医療推進課-15

1
名 称

( 予 算 事 業 名 )

特別の理由による接種費用助成金

予算 事 業名 任意予防接種費／特別の理由による予防接種費

予算事業コード 02556

年度目 終 期 令和 7 年度

分 類 事業費補助 所 属 地域医療推進課

交 付 開 始 年 度 令和 4 年度 創 設 か ら 4

根 拠 法 令 鈴鹿市補助金等交付規則、鈴鹿市補助金等交付要綱

7 事業の目的・概要
骨髄移植手術等の特別な理由により、医師の判断により接種済みの定期接種の予防効果が期待できない場合に、再接
種にかかる費用を助成する。

8
補 助 対 象 者 医師の判断に基づき接種済みの定期接種の予防効果が期待できないことから、再接種を受ける者。

交 付 先 ( 補 助 対 象
者 と 異 な る 場 合 )

補助対象
事業費の
繰越額(C)

補助金に対
する繰越金

の割合
(C/B)

市 補 助 金 (B) 国 補 助 金 県 補 助 金 そ の 他

9

補

助

金

額

等

(単位:千円)
補助対象事業費

(A)

財 源 内 訳 補助率
(B/A)

R4年度
決算額

54 54 0 0 0 100.0% 0 0.0%

R5年度
決算額

50 50 0 0 0 100.0% 0 0.0%

R6年度
当初予算額

363 363 0 0 0 100.0%

R7年度予算
要求額

97 97 0 0 0 100.0%

13

補助金等の判断基準 評 価 点 評 価 の 理 由

必 要 性

5

10

補助対象事業費
の内訳

（具体的に記載）
再接種にかかる接種費用

補助金等の算出根拠
（具体的に記載）

過去の実績を参考に算出。

増 減 理 由 実績に基づく試算による減

免疫水準の維持による感染症の流行の抑制は、予防接種本来の趣旨であり、特別の理由による任意予防
接種に対する救済措置は必要である。

(減点)

0

公 平 性 5
予防接種は、疾病の予防及びまん延防止を目的として、接種機会が国民全体に安定的に確保されている
ことから、特別の理由によって獲得した抗体が失われた者に対する救済は、その補完のための措置とな
り得る。

総 合 評 価 点 20 適 否 の 評 価 継続

透 明 性

5

助成申請の際に予防接種予診票や領収書等を添付することで、申請内容の確認・審査ができる。(減点)

0

前回終期 令和 年度

効 果 性 5

【評価の理由】

再接種で獲得した免疫によって、感染症の流行をより抑制する効果がある。

【補助金等の交付により得られる効果・実績・目的の達成状況（具体的に記載）】

定期接種の再接種を促し、感染症の流行の抑制が図られる。

骨髄移植手術、臓器移植手術、抗がん剤治療等の理由で、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断された場合に再接種にかかる
費用を助成するものであり、申し込み件数は少数ではあるが、市民の健康を維持するには継続していく必要がある。



（様式１）補助金等シート
（１）補助内容 Ｒ 7 年度予算用

2 3

4 5

6

（２）補助金等判断基準

11 12

（３）終期延長の理由（終期を延長した初年度のみ記入）

地域医療推進課-16

1
名 称

( 予 算 事 業 名 )

帯状疱疹ワクチン接種費助成金

予算 事 業名 任意予防接種費／帯状疱疹ワクチン接種費

予算事業コード 02557

年度目 終 期 令和 7 年度

分 類 事業費補助 所 属 地域医療推進課

交 付 開 始 年 度 令和 5 年度 創 設 か ら 3

根 拠 法 令 鈴鹿市補助金等交付規則、鈴鹿市補助金等交付要綱

7 事業の目的・概要 疾病予防、市民の健康増進に寄与することをも目的とし、任意接種費用の一部を助成する。

8
補 助 対 象 者 鈴鹿市に住所を有する５０歳以上の者で令和６年度費用助成で不活化ワクチンを１回接種済みの者。

交 付 先 ( 補 助 対 象
者 と 異 な る 場 合 )

補助対象
事業費の
繰越額(C)

補助金に対
する繰越金

の割合
(C/B)

市 補 助 金 (B) 国 補 助 金 県 補 助 金 そ の 他

9

補

助

金

額

等

(単位:千円)
補助対象事業費

(A)

財 源 内 訳 補助率
(B/A)

R4年度
決算額

0 0 0 0 0 － 0 －

R5年度
決算額

74,394 37,197 0 0 37,197 50.0% 0 0.0%

R6年度
当初予算額

60,000 30,000 0 0 30,000 50.0%

R7年度予算
要求額

15,000 7,500 0 0 7,500 50.0%

13

補助金等の判断基準 評 価 点 評 価 の 理 由

必 要 性

5

10

補助対象事業費
の内訳

（具体的に記載）
不活化ワクチン任意接種費用　約20,000×750人×1回　　15,000,000円

補助金等の算出根拠
（具体的に記載）

令和６年度費用助成により不活化ワクチン（１回目）を接種済みの者が、令和７年９月末までに受ける不活化ワクチン（２回目）
の接種費用をを助成。
不活化ワクチン　＠10,000×750人×1回　　7,500,000円

増 減 理 由 令和６年度に不活化ワクチン（１回目）を受けた者の、２回目接種費用に限り助成するため、昨年度より減。

高齢者の帯状疱疹は、50歳代から発症率が高くなり80歳までに約3人に1人が発症すると言われていま
す。
予防接種を実施することにより、市民の免疫の強化を図るため実施する。

(減点)

0

公 平 性 5 対象者であれば、誰でも助成を受けることができる。

総 合 評 価 点 20 適 否 の 評 価 継続

透 明 性

5
実施にあたっては、広報やＨＰにおいて周知を行っている。接種後は、実施医療機関から予診票の提出
を受け、接種者の把握を行っている。

(減点)

0

前回終期 令和 年度

効 果 性 5

【評価の理由】

疾病予防及び合併症による重症化を防ぎ、医療費の削減を図る。

【補助金等の交付により得られる効果・実績・目的の達成状況（具体的に記載）】

接種費用の一部を助成し、ワクチンの接種率を向上させることにより、疾病予防による市民の健康保持
と流行の防止と将来の医療費削減に繋がる。



（様式１）補助金等シート
（１）補助内容 Ｒ 7 年度予算用

2 3

4 5

6

（２）補助金等判断基準

11 12

（３）終期延長の理由（終期を延長した初年度のみ記入）

地域医療推進課-17

1
名 称

( 予 算 事 業 名 )

妊娠希望女性等風しんワクチン接種費助成金

予算 事 業名 任意予防接種費／風しんワクチン（妊娠希望女性等）接種費

予算事業コード 02574

年度目 終 期 令和 8 年度

分 類 事業費補助 所 属 地域医療推進課

交 付 開 始 年 度 令和 6 年度 創 設 か ら 2

根 拠 法 令 鈴鹿市補助金等交付規則、鈴鹿市補助金等交付要綱

7 事業の目的・概要
生まれてくる赤ちゃんの「先天性風しん症候群」の発症予防を目的として、妊娠を希望する女性やその配偶者等が受
けるワクチン接種費用を助成する。

8
補 助 対 象 者 鈴鹿市に住所を有する、妊娠を希望する女性やその配偶者等で風しんの抗体価が低い者

交 付 先 ( 補 助 対 象
者 と 異 な る 場 合 )

補助対象
事業費の
繰越額(C)

補助金に対
する繰越金

の割合
(C/B)

市 補 助 金 (B) 国 補 助 金 県 補 助 金 そ の 他

9

補

助

金

額

等

(単位:千円)
補助対象事業費

(A)

財 源 内 訳 補助率
(B/A)

R4年度
決算額

0 0 0 0 0 － 0 －

R5年度
決算額

0 0 0 0 0 － 0 －

R6年度
当初予算額

3,000 1,500 0 0 1,500 50.0%

R7年度予算
要求額

1,200 600 0 0 600 50.0%

13

補助金等の判断基準 評 価 点 評 価 の 理 由

必 要 性

5

10

補助対象事業費
の内訳

（具体的に記載）
風しんワクチン任意接種費用　＠10,000×120人＝1,200,000円

補助金等の算出根拠
（具体的に記載）

市内の医療機関でかかる接種費用（8,000円～12,000円）の平均となる金額（10,000円）の1/2を助成

増 減 理 由 接種見込みによる減

妊娠を希望・予定している女性や配偶者等が風しんワクチンの接種を受けることで、妊娠中に風しんに
罹ることを防ぎ、生まれてくる赤ちゃんの「先天性風しん症候群」を予防する。少子化が進む中、生ま
れてくる赤ちゃんの発症予防は重要である。

(減点)

0

公 平 性 5 対象に該当する者であればであれば、誰でも助成を受けることができる。

総 合 評 価 点 20 適 否 の 評 価 継続

透 明 性

5
助成申請の際に、風しんの抗体価が分かるものを添付することにより、ワクチン接種が必要か確認・審
査できる。

(減点)

0

前回終期 令和 年度

効 果 性 5

【評価の理由】

妊娠中の風しん罹患予防が、赤ちゃんの「先天性風しん症候群」の発生予防につながる。

【補助金等の交付により得られる効果・実績・目的の達成状況（具体的に記載）】

妊娠希望者等の風しんワクチン接種費用の一部を助成することで、妊婦や赤ちゃんの発症予防、健康保
持につながる。



（様式１）補助金等シート
（１）補助内容 Ｒ 7 年度予算用

2 3

4 5

6

（２）補助金等判断基準

11 12

（３）終期延長の理由（終期を延長した初年度のみ記入）

地域医療推進課-18

1
名 称

( 予 算 事 業 名 )

在宅医療・介護連携推進事業（在宅医療・介護連携活動費補助事業）

予算 事 業名 在宅医療・介護連携推進事業費

予算事業コード 02423

年度目 終 期 令和 7 年度

分 類 事業費補助 所 属 地域医療推進課

交 付 開 始 年 度 令和 5 年度 創 設 か ら 3

根 拠 法 令 鈴鹿市補助金等交付規則、鈴鹿市補助金等交付要綱

7 事業の目的・概要
在宅医療・介護に携わる専門部会において実施する研修会など、人材育成に関する取組に対して補助金による支援を
行う。

8
補 助 対 象 者 鈴鹿市地域包括在宅医療ケアシステム運営会議に属する専門部会

交 付 先 ( 補 助 対 象
者 と 異 な る 場 合 )

補助対象
事業費の
繰越額(C)

補助金に対
する繰越金

の割合
(C/B)

市 補 助 金 (B) 国 補 助 金 県 補 助 金 そ の 他

9

補

助

金

額

等

(単位:千円)
補助対象事業費

(A)

財 源 内 訳 補助率
(B/A)

R4年度
決算額

0 0 0 0 0 － 0 －

R5年度
決算額

392 392 0 0 0 100.0% 0 0.0%

R6年度
当初予算額

600 600 0 0 0 100.0%

R7年度予算
要求額

600 600 0 0 0 100.0%

13

補助金等の判断基準 評 価 点 評 価 の 理 由

必 要 性

5

10

補助対象事業費
の内訳

（具体的に記載）
人材育成に関する研修費等の費用のうち、50,000円を上限として補助

補助金等の算出根拠
（具体的に記載）

50,000円×12部会＝600,000円

増 減 理 由

厚生労働省発行の在宅医療・介護連携推進事業の手引きにおいて「医療・介護関係者の研修」が重要な
取組の一つとして示されているとおり、研修等により相互理解を深め、多職種協働により在宅医療と介
護を一体的に提供できる体制を強化することが必要であり、地域包括ケアシステムの体制強化にもつな
がる。

(減点)

0

公 平 性 5 鈴鹿市地域包括在宅医療ケアシステム運営会議に属するすべての専門部会を対象としている。

総 合 評 価 点 20 適 否 の 評 価 継続

透 明 性

5

介護職員初任者研修等に係る修了証や領収書の提出を義務付ける。(減点)

0

前回終期 令和 年度

効 果 性 5

【評価の理由】

研修等の受講機会が増えることで、在宅医療・介護を担う人材の資質向上につながる。

【補助金等の交付により得られる効果・実績・目的の達成状況（具体的に記載）】

専門部会が積極的に人材育成に取り組み、在宅医療・介護に関する知識やスキルを取得することで、関
係する他の専門職との円滑な情報共有及び連携を促進する。



（様式１）補助金等シート
（１）補助内容 Ｒ 7 年度予算用

2 3

4 5

6

（２）補助金等判断基準

11 12

（３）終期延長の理由（終期を延長した初年度のみ記入）

地域医療推進課-19

1
名 称

( 予 算 事 業 名 )

がん診療医療機器整備事業補助金

予算 事 業名 公的病院施設設備整備費補助

予算事業コード 02638

年度目 終 期 令和 7 年度

分 類 事業費補助 所 属 地域医療推進課

交 付 開 始 年 度 令和 7 年度 創 設 か ら 1

根 拠 法 令 鈴鹿市補助金等交付規則、鈴鹿市補助金等交付要綱

7 事業の目的・概要
市内の地域がん診療連携拠点病院においてがん診療の医療提供体制を整備するため、必要な医療機器の設備整備に対
する支援を行う。

8
補 助 対 象 者 地域がん診療連携拠点病院

交 付 先 ( 補 助 対 象
者 と 異 な る 場 合 )

補助対象
事業費の
繰越額(C)

補助金に対
する繰越金

の割合
(C/B)

市 補 助 金 (B) 国 補 助 金 県 補 助 金 そ の 他

9

補

助

金

額

等

(単位:千円)
補助対象事業費

(A)

財 源 内 訳 補助率
(B/A)

R4年度
決算額

0 0 0 0 0 － 0 －

R5年度
決算額

0 0 0 0 0 － 0 －

R6年度
当初予算額

0 0 0 0 0 －

R7年度予算
要求額

600,000 200,000 0 0 400,000 33.3%

13

補助金等の判断基準 評 価 点 評 価 の 理 由

必 要 性

5

10

補助対象事業費
の内訳

（具体的に記載）

R7年度補助内訳
放射線治療器
・補助対象額　600,000千円

補助金等の算出根拠
（具体的に記載）

補助対象事業費の１／３を補助する。

増 減 理 由

本市におけるがん診療の医療提供体制の維持につながる公益性が極めて高い事業であり、事業継続の必
要性が高い。

(減点)

0

公 平 性 5
がん診療の医療提供体制の確保を図るものであることから、幅広く市民一般にいきわたるものであっ
て、特定の個人、団体等に特権的な恩恵や利益を与えるものではない。

総 合 評 価 点 20 適 否 の 評 価 適

透 明 性

5

事業計画書及び報告書により、事業計画に沿った事業を行っていることを確認する。(減点)

0

前回終期 令和 年度

効 果 性 5

【評価の理由】

がん治療の地域医療の中核を担う地域がん診療連携拠点病院における高度医療の提供の確保や充実につ
ながる。

【補助金等の交付により得られる効果・実績・目的の達成状況（具体的に記載）】

地域がん診療連携拠点病院としての役割を果たすため、医療の提供の確保や充実に必要となるがん診療
に係る医療機器を整備することにより地域医療の確保を図ることとなるためため、地域がん診療連携拠
点病院の医療機器の整備への支援が必要となる。


